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№１

宝門の浜公衆トイレ解体撤去工事

宝門の浜公衆トイレ解体撤去工事
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工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺
№２

宝門の浜公衆トイレ解体撤去工事

所 在 地建設廃棄物の種類
再資源化施設の名称等

中間処理施設又は

　本工事は、特定建設資材を用いた建築物等に係る解体工事又はその施工に特定

建設資材を使用する新築工事等であって、その規模が「建設工事に係る資材の再

資源化等に関する法律施行令」(平成12年11月29日政令第495号）又は都道府県が

条例で定める建設工事の規模に関する基準以上の工事であるため、「建設工事に

係る資材の再資源化等に関する法律」(平成12年5月31日法律第104号）に基づき分

別解体等及び特定建設資材の再資源化等の実施について適正な措置を講ずること

とする。

　工事契約後に明らかになったやむをえない事情により、予定した条件により難

等

理

処

の

等

物

棄

［解1.3.10］

表を示す。

・ 印の付かない場合は、※印の付いたものを適用する。

特記事項に記載の[標 . . ]内表示番号は、標準仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

章 特　記　事　項項　　目 章 項　　目 特　記　事　項特　記　事　項項　　目章

１．共通仕様

１

共

通

事

項

章 特　記　事　項

1 適用基準等

項　　目

Ⅱ　建築物解体工事仕様

仕様書及び解体共通仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「公共

（１）図面及び本特記仕様書に記載されていない事項は、国土交通省大臣官房官庁営繕部制定の「建築物

（２）本特記仕様書の表記

１）項目は、番号に　　印の付いたものを適用する。

・ 印と ※ 印の付いた場合は、共に適用する。

２）特記事項は、・ 印の付いたものを適用する。

３）特記事項に記載の[解 . . ]内表示番号は、解体共通仕様書の当該項目、当該図又は当該表を示す。

特記事項に記載の[改 . . ]内表示番号は、改修標準仕様書（建築）の当該項目、当該図又は当該

４

建

設

廃

物

の

処

理

棄

５

特

別

管

理

産

業

廃

1 施工調査

発注者に引渡しを要するもの

※金属類

６1 特定建設資材

　の処理

い場合は、監督職員と協議するものとする。

本設計図書における「標準詳細図」とは、次の基準を示す。

　建築工事標準詳細図（平成28年版）国土交通省大臣官房官庁営繕部整備課

４）受注者は、南海トラフ地震防災対策推進地域における工事にあっては、南海トラフ地震に関連する

情報（臨時）が気象庁から出された場合には、工事中断の措置をとるものとし、これに伴う必要な

補強・落下防止等の保全処置を講じなければならない。

上記事実が発生した場合は、契約書第26条（臨機の措置）の規定による。

解体工事共通仕様書（平成31年版）」（以下、「解体共通仕様書」という。）による。図面、本特記

「改修標準仕様書（建築）」という。）「公共建築改修工事標準仕様書（電気設備工事編）（平成

建築工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版［平成31年制定］」（以下、「標準仕様書」とい

う。）及び「公共建築改修工事標準仕様書（建築工事編）平成31年版［平成31年制定］」（以下、

31年版）」（以下、「改修標準仕様書（電気）」という。）、「公共建築改修工事標準仕様書（機械

設備工事編）（平成31年版）」（以下、「改修標準仕様書（機械）」という。）による。

各

章 2 発生材の処理等

・分別解体等の方法（解体工事）

分別解体等の方法工　　程 作　業　内　容

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

　併用の場合の理由（　　　     　）

　併用の場合の理由（　　　     　）

 ・手作業・機械作業の併用

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ※手作業

 ・手作業・機械作業の併用

 ※手作業

 建築設備・内装材の取外し

 屋根ふき材の取外し

 外装材・上部構造の取壊し

 基礎・基礎ぐいの取壊し

 その他の取壊し

 ・有　　・無

 ・有　　・無

 ・有　　・無

 ・有　　・無

 ・有　　・無

 ⅰ)建築設備、

    内装等

 ⅱ)屋根ふき材

 ⅲ)外装材、

 　 上部構造部分

 ⅳ)基礎、

　  基礎ぐい

 ⅴ)その他

　 （　     　　）

工
程
ご
と
の
作
業
内
容
及
び
解
体
方
法

2 再資源化等 ［解4.4.1］

コンクリート

木材

アスファルトコンクリート

（PC板、ｺﾝｸﾘｰﾄ平板、

コンクリート及び鉄から

成る建設資材

　ｺﾝｸﾘｰﾄ二次製品等)

　　届出に係る事項の説明時に上記と異なる施設（同種の再資源化等を行う施設に

　限る。）を受注者が提示した場合は、当該施設に搬出することができる。

　ただし、当該施設への変更については設計変更の対象としない。

　・廃棄物処理法に基づく水銀使用製品産業廃棄物

採取する数量
又は箇所等

採取する部位分析調査を行う特別

管理産業廃棄物の種類

［解5.1.2］

2 特別管理産業

種類 処理施設の名称等 所在地等

［解5.4.1］

職員に引き渡すこと。

注）ＰＣＢを含む機器類は、適切な容器に収め、表示を付して調書と共に監督

引渡しを要する機器類  機器類

3 ＰＣＢを含む

・　

微量ＰＣＢの分析調査

・　

・　

対象機器　・　

・行う

・行わない

4 ＰＣＢ含有

採取箇所　：※図示（図面（　　　　　　）による）

・第二次判定

撤去範囲

分析調査

分析個数：計（　　）箇所

専門分析機関にてＰＣＢ含有量の分析を行う。

採取箇所数：計（　　）箇所

  シーリング材

・　現場にてサンプルを採取し、シーリング材種及び分析の要否を判定する。

・第一次判定

・　

※図示（図面（　　　　　　）による）

・　

注）ＰＣＢ含有シーリング材は、適切な容器に収め、表示を付して調書と共に

監督職員に引き渡すこと。

・中間処理施設で再生処理

5 廃油

　廃アルカリ

・焼却処分

処理施設等の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所在地等　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処理施設等の名称（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

所在地等　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

処理方法　　　　・［解5.3.1］による

6 廃酸、

・　

7 ダイオキシン類

・行う

サンプリング調査

解体方法

処分方法

　　　　　・　

・　

　　　　　　　　・製造業者に委託

所在地等　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）
処理施設等の名称（　　　　　　　　　　　　　　　）

製造業者の名称　（　　　　　　　　　　　　　　　）

処理方法　　　　・［解5.3.1］による

処理施設等の名称（　　　　　　　　　　　　　　　）

所在地等　　　　（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　・製造業者に委託

製造業者の名称　（　　　　　　　　　　　　　　　）

対象箇所　・図示

・図示

・図示

  廃棄物の処理

［解5.4.1］

［解5.4.1］

［解5.4.1］

［解5.4.1］

・吸収冷凍機、直だき吸収冷温水機等の臭化リチウム水溶液等

・鉛蓄電池及びアルカリ蓄電池の電解液

［解5.4.1］

石

綿

含

有

建

材

の

除

去

及

び

処

理

2 杭の処理

工事現場において再利用を図るもの及び再資源化を図るもの

　・ 

3 施工数量調査

２

仮

設

工

事

　の対策

［解2.2.1］

騒音・粉塵等の対策

※防音パネル　・防音シート　・養生シート等

足場その他 ［解2.2.2］［改2.2.1］

・図示　・　

1 騒音・粉じん等

「手すり先行工法に関するガイドライン」に基づく足場の設置にあたっては、

同ガイドラインの別紙１「手すり先行工法による足場の組立て等に関する基準」

における2の(2)手すり据置方式又は(3)手すり先行専用足場方式により行う。

・内部足場　・設置する（ ※ 脚立、足場板等　・　　　　　　）

・外部足場　・設置する
　　　　　　・設置しない

　　　　　　・設置しない

［解1.4.2］

調査範囲　・　

調査方法　・　

防音パネル等を取り付ける足場等の設置範囲等

３

解

体

施

工

1 事前措置 ［解3.2.1］

2　山留めの撤去

鋼矢板等の抜き後の処理　※直ちに砂等で充填する　・　　

［解2.4.3］

［解3.9.2］

杭の解体工法

　　引き抜いた杭の処理　・図示　

・引抜き

・破砕

※行う　・行わない

浄化槽、排水槽等の汚水及び汚物等の回収

オイルタンク、オイルサービスタンク及び配管内の廃油の回収

　・行う（［解3.2.1(ｺ)］による）

　・行う（［解3.2.1(ｻ)］による）

杭の撤去

　等の附属物の

　解体

3　さく、照明設備

樹木の伐採抜根及び移植

※行う　・　

  埋設配管 地中埋設物及び埋設配管の解体

※行う　・　

・行う

整地高さ ・現状ＧＬ　・　

（各層30cm程度毎に締め固めること）

種別

・ 

・行わない

解体後の埋戻し、盛土及び整地

　※行う　・　

［解3.10.1］

［解3.11.1］

［解3.12.1］

4 樹木等

5 地下埋設物、

［解3.13.1］［標3.2.3］

・Ａ種　適用場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

・Ｂ種　適用場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）　

・Ｃ種　適用場所（　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

　 　　   土質  （　                    　　　　　　　）

　　　 　 受渡場所（　                  　　　　　　　）

          適用場所（　　　　                  　　　　）　

・Ｄ種（細粒分（75μm以下）の含有率（重量百分率）の上限を50％未満

        とする。）

・ 

・ＰＣＢ含有物（［解5.4.1］参照 ）

・残存油（対象機器　・オイルタンク及びオイルサービスタンク　・　　　　）

　　・再資源化する　・再資源化しない

　・硬質ポリ塩化ビニル管及び継手

　　・再資源化する　・再資源化しない

　　（・小型二次電池　・蛍光灯、ＨＩＤランプ　・　　　　　　　　　）　　　

3 現場利用する

　再資源化され

　た建設廃棄物

［解4.4.1］

再利用する箇所等種　　　類

4 産業廃棄物広

  域認定制度に

  よる建設廃棄

  物の処理

種　　　類 所　在　地　等

［解4.4.2］

  建設廃棄物

5 最終処分する

所　在　地　等処理施設の名称等種　　　類

［解4.4.2］

　・ガラス

　　・再資源化する　・再資源化しない

　・木材を指定建設資材廃棄物として縮減する

　　・再資源化する　・再資源化しない

　・塩化ライニング鋼管及び継手

5 解体後の整地

6 機械設備の撤去 ・撤去する配管（断熱材被覆鋼管を含む）、ダクト等の保温は分離する

　測定時期、場所及び測定点

適用 測定名称 測定時期 測定場所
（各施工箇所ごと）

測定箇所数

・

・

・

・

・

・

・

・

・

測定１

測定２

測定３

測定４

測定５

測定６

測定７

測定８

測定９

処理作業前

処理作業中

処理作業後

処理作業後　

処理作業室内

調査対象室外部の付近

処理作業室内

排出口

（処理作業室外の場合）

処理作業室外

　・施工区画周辺

　・敷地境界

処理作業室内

処理作業室内

調査対象室外部の付近

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

計　　点

出口吹出し風速

１m/s以下の位置

計　　点

セキュリティーゾーン入口

集じん・排気装置の

（シート養生中）

（シート撤去後

　１週間以降）

石綿粉じん濃度測定

［解6.1.4］

　濃度測定

　測定方法

　・自動測定器による測定 

　・JIS K 3850-1に基づいた測定 

測定名称

・測定４

　測定方法

 粉じん相対濃度計(デジタル粉じん計)、パーティクルカウン

 ター、繊維状粒子自動測定器(リアルタイムファイバーモニ

 ター)等の粉じんを迅速に測定できる機器を用いた測定

試料の吸引流量

(L/min) (min)

試料の吸引時間

直径(mm)
測定名称

メンブレンフィルタ

・測定４

・測定５

・      

・      

・      

・　　　

25 5 30

47

47 10

10 120

240

除去対象範囲　・図示　・　

除去工法　　　※［解6.3.2］(1)　・　
除去した石綿含有吹付け材等の飛散防止措置

　※湿潤化　・固形化　

除去した石綿含有吹付け材等の処分

　・埋立処分（管理型最終処分場）

　・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

  等の除去 　　　

  の除去 　　　

　材の除去

［解6.3.1～4］

［解6.4.1～4］

［解6.5.1～4］

除去対象範囲　・図示　・ 

除去工法　・破砕して除去　・手ばらし

除去した石綿含有保温材等の飛散防止 

 ※湿潤化　・固形化　

 ・埋立処分（管理型最終処分場）

除去した石綿含有保温材等の処分

 ・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設）

　    ・中間処理（溶融施設又は無害化処理施設） 　　

除去対象範囲　・図示　・　

除去した石綿含有成形板の処分 　

　　　※埋立処分（管理型最終処分場）

　・石綿含有せっこうボードを除く石綿含有成形板 　　　　　

　・石綿含有せっこうボード 　　　　

　    ・埋立処分（安定型最終処分場）

3 石綿粉じん

７ 1 施工調査 ［解7.1.3］

特
殊
な
建
設
副
産
物
の
処
理

分析調査

　・行う

　　　分析対象　・図示　・　

［解7.3.1］

4 石綿含有吹付け

5 石綿含有保温材

6 石綿含有成型板　

次の特殊な建設副産物は、関係法令に従い回収又は処分する。

　・　　

　・フロン　　　　　　　　　　　対象機器名称（　　　　　　　　　　　　）

　・ハロン　　　　　　　　　　　対象機器名称（　　　　　　　　　　　　）

　・イオン化式感知器　　　　　　対象機器名称（　　　　　　　　　　　　）

　・六ふっ化硫黄(ＳＦ６)ガス　　対象機器名称（　　　　　　　　　　　　）

　・ＰＦＯＳ　　　　　　　　　　対象機器名称（　　　　　　　　　　　　）

2 特殊な建設

  副産物の

  回収及び処分

　冷媒(フロン類)の回収

　撤去する前にフロンを屋外側ユニットに集める作業（ポンプダウン）を行う。

　業務用冷凍空　調機器の撤去に伴う冷媒の回収方法は、改修標準仕様書（機械）

　第３編２.４.３により、次の書類の写しを監督職員に提出する。

　　・回収証明書　・特定家庭用機器廃棄物管理票（家電リサイクル券）

［解4.5.1］6 処理に注意を

  要する建設

  廃棄物の処理

・ひ素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有又は石綿含有せっこうボード以外のせっこうボード

・ひ素、ｶﾄﾞﾐｳﾑ含有せっこうボード

　　　　　　　　　　　　　　：所在地等（　　　　　　　　　　　　　　　）

・中間処理施設で処理　　　　：名　　称（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　：所在地等（　　　　　　　　　　　　　　　）

・製造業者に回収を委託　　　：名　　称（　　　　　　　　　　　　　　　）

・再資源化施設で再資源化　　：名　　称（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　：所在地等（　　　　　　　　　　　　　　　）

・管理型最終処分場で埋立処分：名　　称（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　：所在地等（　　　　　　　　　　　　　　　）

　　　　　　　　　　　　　　：所在地等（　　　　　　　　　　　　　　　）

・管理型最終処分場で埋立処分：名　　称（　　　　　　　　　　　　　　　）

・ＣＣＡ処理木材

［標3.2.5］

・場内指定場所に堆積

  の処理

7 建設発生土

　　仮置場　　（　　　　　　　　）

　　DID区間　 （　　　　　　　　）

　　搬出距離　（　　　　　　　　）

・場内指定場所に敷き均し

　　仮置場　（　　　　　　　　）

　　処分費　（　　　　　　　　）

　　受入条件（　　　　　　　　）

　　搬出場所（　　　　　　　　）

　提出する。

・場外指定場所に搬出し、搬出後、監督職員へ搬出先の受入を証明する資料を

　証明する資料を提出する。なお、次の運搬に相当する経費を見込んでいる。

　に提出し、協議により搬出先を決定する。搬出後、監督職員へ搬出先の受入を

・近隣の受入先を調査の上、搬出距離、受入条件等が確認できる資料を監督職員

６

石

綿

含

有

建

材

の

除

去

及

び

処

理

※石綿含有建材の事前調査 

　　工事着手に先立ち、目視及び貸与する設計図書等により石綿を含有している

　　吹付け材、成形板、建築材料等の使用の有無について調査する

　　　調査範囲（・　　　　　　・図示　　　　　　　） 　

　　　貸与資料（　　　　　　　　　　　　　　　　　） 

・分析による石綿含有建材の調査

　　分析対象

　　アクチノライト、アモサイト、アンソフィライト、クリソタイル、

　　クロシドライト、トレモライト

　分析方法

　サンプル数　１箇所あたり３サンプル

　採取箇所　・図示　・　

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

・箇所数(　　　　　　）

材　料　名

定性分析方法 定量分析方法

JIS A 1481-1 または　

JIS A 1481-2

JIS A 1481-3 または　

JIS A 1481-4

［解6.1.3］

1 適用範囲 ［解6.1.1］

建築設備に使用されているアスベスト含有材の処理

　　　　　　撤去方法　※図示

　　・行う　　対象箇所　・フランジ用ガスケット（ダクト）　・　　

2 施工調査

解体工事　特記仕様書



街灯撤去　照明器具は再使用

№３
配置図

宝門の浜公衆トイレ解体撤去工事

便槽撤去

水
道

本
管

水
道

配
管

撤
去

1
3

水道撤去

Ｍ

堤防

2
5
0

1
,
9
2
0

2
5
0

1/50

撤去

コンクリートブロック塀解体

倉庫　解体

公衆トイレ解体

平面図　1/50

市道

5
0
0

9
0
0

1
,
5
5
0

3
0
0

3
0
0

3.40 ｍ2

11.09 ｍ2

MH

1,9
70

250

1,9
70

250
840

8
6
0

1
5
0

8
0
0

1,26
0

2604,3002602,040

5
0
0

2
,
5
0
0

5
5
0

1,1854,3002,300

縮尺

日付

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

松森建築設計事務所

松森　正晴

設備設計一級建築士

一級建築士

図 面 名 称

工 事 名 称



工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5
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タイル張り　　一部コンクリート打ち放し　複層塗材

コンクリート打ち放し 複層塗材

南面：コンクリート打ち放し　複層塗材

タイル張り　　北面：一部コンクリート打ち放し　複層塗材
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宝門の浜公衆トイレ解体撤去工事

平面図　立面図　仕上表

電気設備

№４

街灯撤去　照明器具は再使用

（街灯ポール 鉄製亜鉛メッキ φ89.1 L=6.3m)

　既設街灯撤去　新規防犯灯設置（照明器具は既設品再使用）



工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺 1/50
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躯体断面図　1/50

宝門の浜公衆トイレ解体撤去工事

構造図(参考図)
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工 事 名 称

図 面 名 称

一級建築士

設備設計一級建築士

松森　正晴

松森建築設計事務所

三重県志摩市阿児町鵜方3368-5

日付

縮尺 1/50

宝門の浜公衆トイレ解体撤去工事

外構図　仮設図(参考図)
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解体トイレ外壁位置

既設石積
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くさび緊結足場（W=600、H=3000)

防音シート張り

（参考図）

（参考図）

Ａ型バリケード

仮設間仕切り

（参考図）

№６

防犯灯設置
（街灯ポール：鉄製亜鉛メッキ φ89.1 L=6.3m）
（照明器具は既設品（一時撤去）再使用）


